
入札説明書（入札公告） 

 

2021 年 12 月 17 日 

公立大学法人大阪理事長 

 

次のとおり一般競争入札を執行するので公告する。 

なお、本入札は、郵便方式で実施するものとし、入札契約業務の公正かつ適正な執行を確

保するため、開札の執行をビデオカメラで録画し、新型コロナウイルス感染拡大防止を図る

ため、開札における入札者の立会い、傍聴はできないこととする。 

 

1 入札に付する事項 

(1) 名  称  公立大学法人大阪包括ソフトウェアライセンス（マイクロソフト） 

  購入 

(2) 納入場所  本法人の指定する場所 

(3) 納入期限  2022 年３月 31 日（木） 

(4) 仕 様 等  仕様書のとおり 

 

2 入札参加資格 

次に掲げる要件を、入札参加申請時から落札決定時までの間すべてを満たした者は入

札に参加することができる。 

(1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 成年被後見人 

イ 民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第 3 条第 3 項の規

定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治 29

年法律第 89 号）第 11 条に規定する準禁治産者 

ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの  

エ 民法第 17 条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた

被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意

を得ていないもの 

カ 破産者で復権を得ない者 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

32 条第１項各号に掲げる者 

(2) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項又は第２項の規定による再

生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。



ただし、同法第 33 条第１項の再生手続開始の決定を受けた者については、再生手

続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号。以下「新法」という。）第 17 条第１項又は

第２項の規定による更生手続開始の申立て（新法附則第２条の規定によりなお従

前の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事件」という。）に係る新法に

よる改正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という。）第 30

条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開

始の申立て」という。）をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていな

い者であること。ただし、新法第 41 条第１項の更生手続開始の決定（旧更生事件

に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた者については、更生手

続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者と

みなす。 

(4) 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウ

イルスの影響による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合は、

当該「特例制度」が適用される前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納してい

ることとする。 

(5) 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 

(6) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第３条の規定に該当しな

いこと。 

(7) 令和元・２・３年度（平成 31・32・33 年度）大阪府物品・委託役務関係競争入札

参加資格者名簿又は令和元・２・３年度（平成 31・32・33 年度）大阪市入札参加

有資格者名簿に小分類「26：OA 機器・用品」で登録していること。 

 

3 入札参加申請 

(1) 申請書類 

入札参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 

① 一般競争入札（郵便方式）参加申請書（様式第１号） ・・・１部 

 

※審査については入札参加申請期限翌日以降に実施するものとする。なお、提出さ

れた書類は返却しない。また、受付後の提出書類の撤回は認めない。ただし、その

他提出書類に関し、説明・追加資料をもとめることがある。 

 

(2) 申請書類等の受付期間および受付場所 

① 受付期間  公告の日から 2022 年１月７日(金)までの土・日・祝日・年末年 

始（2021 年 12 月 29 日(水)～2022 年１月３日(月)）を除く毎

日、午前９時から午後５時まで（午後０時 10 分から午後０時 55



分までを除く。） 

② 受付場所  契約担当課（15.担当課(1)に同じ） 

(3) 申請書類は、入札参加申請期限までに受付場所に持参又は郵送にて提出しなけれ

ばならない。郵送する場合は、必ず「一般書留」又は「簡易書留」のどちらかの方

法によるものとする。 

(4) 申請書類の作成及び提出にかかる費用は提出者の負担とする。 

(5) 提出された資格審査資料は、提出者に無断で他に使用しない。 

 

4 入札参加資格の確認通知 

一般競争入札（郵便方式）参加申請書を提出した者に対し、その結果を 2022 年１月 21

日（金）付で一般競争入札（郵便方式）参加申請書に記載の担当者あて FAX にて通知

する。また、入札参加資格を認めなかった者には、参加できない理由を付して通知する。 

 

5 仕様書に関する質問 

仕様等の内容についての質問は、次のとおりとする。なお、いかなる理由においても期

限を過ぎた質問については受け付けない。 

(1) 受付期間  公告の日から 2022 年１月７日(金)までの土・日・祝日・年末年始 

（2021 年 12 月 29 日(水)～2022 年１月３日(月)）を除く毎日、午前

９時から午後５時まで（午後０時 10 分から午後０時 55 分までを除

く。） 

(2) 質問方法  公立大学法人大阪ホームページ「入札・調達情報」（以下「ホームペ 

ージ」という。）の本案件の記事に掲載している「仕様書に対する質

問書」に記入のうえ、電子メールでファイル添付により提出すること。

口頭又は電話による質問は受理しない。 

① 電子メールアドレス：keiyaku-anken@list.osaka-cu.ac.jp 

② 件名に入札案件名を明記すること。 

③ ファイル形式は変更せずに提出すること。 

④ 電子メール送信後、契約担当課（15.担当課(1)に同じ）へ電話確

認を行うこと。（土・日・祝日・年末年始（2021 年 12 月 29 日

(水)～2022 年１月３日(月)）を除く毎日、午前９時から午後５

時まで（午後０時 10 分から午後０時 55 分までを除く。）） 

(3) 回答方法  2022 年１月 21 日(金)付でホームページの本案件の記事の詳細に一 

括して掲載する。ただし、質問がない場合は、掲載しない。 

 

6 契約条項を示す場所 

ホームページの本案件の記事に掲載 

mailto:keiyaku-anken@list.osaka-cu.ac.jp


 

7 入札書の提出期限および開札の日時等 

(1) 入札書の提出期限および提出場所 

① 提出期限  2022 年１月 31 日(月) 午後５時必着 

② 提出場所  〒599-8531 堺市中区学園町 1-1 

公立大学法人大阪 事務局総務部 契約課 

TEL：072-254-9136 

※必ず、９．入札方法に記載のとおりに提出すること。 

 

(2) 入札書の開札日時および開札場所 

① 開札日時  2022 年２月１日(火) 午後２時 

② 開札場所   〒599-8531 堺市中区学園町 1-1 

大阪府立大学中百舌鳥キャンパス A11 棟３階 308 会議室 

TEL：072-254-9136 

 

8 入札に参加することができない者 

(1) 入札参加申請期限までに申請をしなかった者 

(2) 入札参加資格を認められなかった者 

(3) 入札参加申請時から開札日までの間において、公立大学法人大阪入札参加停止要

綱に基づく停止措置を受けた者 

(4) 入札参加申請時から開札日までの間において、公立大学法人大阪暴力団排除措置

及び不当介入対応要綱第 3 条の規定に該当した者 

 

9 入札方法 

(1) ホームページの本案件の記事に掲載している所定の入札書をダウンロードして使

用すること。なお、入札書は、本法人より紙での配付を行わない。 

(2) 入札書は入札用封筒に入れて封かんし、さらに対象案件ごとに郵送用封筒に入れ

て、「一般書留」又は「簡易書留」のどちらかによる方法で、入札書提出期限まで

に指定された場所に到着するように提出しなければならない。 

(3) 入札用封筒及び郵送用封筒には、必ず、案件名称及び郵便入札参加者名（住所又は

事務所所在地、商号又は名称、代表者職氏名）を記載すること。封筒サイズ及び記

入方法は、公立大学法人大阪包括ソフトウェアライセンス（マイクロソフト）購入

の契約に係る一般競争入札（郵便方式）入札心得の別紙「郵便入札用封筒について」

のとおりとする。 

(4) 入札書は、本法人への直接持参は認めない。 

(5) 入札書提出期限までに到達しない入札書は無効扱いとする。 



(6) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10（軽減

税率対象物品の買入については 100 分の８）に相当する額を加算した金額（加算

した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。）をもっ

て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100（軽減

税率対象物品の買入については 108 分の 100）に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

(7) 入札書の「くじ番号」欄に、任意の３桁のアラビア数字「０００～９９９」を記入

すること｡「０」の桁も必ず記入すること。 

(8) 開札の執行をビデオカメラで録画し、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るた

め、開札における郵便入札参加者等の立会い、傍聴は認めないものとする。 

(9) 入札者は、提出済みの入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

(10) 開札の結果、落札者がいないときには、再度入札を行う。この場合において、再度

の入札は２回以内とする。再度入札の日時等については、開札日の午後５時までに

ホームページの「お知らせ」に掲載し、再度入札の参加資格を有する入札者のみに

再度入札の方法についてＦＡＸ等で通知する。 

(11) 再度の入札には、次に該当する者は参加することができない。 

公立大学法人大阪包括ソフトウェアライセンス（マイクロソフト）購入の契約に係

る一般競争入札（郵便方式）入札心得第 10 条第２項の規定に該当する者 

 

10 入札保証金等に関する方法 

(1) 入札保証金  免除 

(2) 契約保証金  公立大学法人大阪契約事務取扱規程第 24 条第 1 項の規定に 

該当する場合は免除 

 

11 入札の無効 

(1) 公立大学法人大阪包括ソフトウェアライセンス（マイクロソフト）購入の契約に係

る一般競争入札（郵便方式）入札心得第 7 条の規定に該当する入札 

(2) 入札に参加する資格のない者の入札 

(3) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札 

(4) 申請書類に虚偽の記載をした者の入札 

(5) 本法人所定の入札書を用いないでした入札 

(6) 再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札 

(7) 入札参加資格のある旨確認された者であっても、入札時点において 2 に掲げる入

札参加資格のない者のした入札 

 



12 落札者の決定方法 

(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、落札決定を留保し

たうえで、公立大学法人大阪包括ソフトウェアライセンス（マイクロソフト）購入

の契約に係る一般競争入札（郵便方式）入札心得の別紙「くじの方法」に定めると

ころにより、落札者を決定する。くじは開札日と同日に行うものとする。 

 

13 入札結果の公表 

(1) 入札結果はホームページの 「入札結果」に掲載する。なお、落札者がある場合は、

落札者へ電話又は FAX にて結果を通知し、落札者以外への個別通知は行わない。 

(2) くじにより落札者を決定した場合は、同価入札者名、同価入札者に付与した抽選番

号、同価入札者のくじ番号及びその合計額、合計額を同価入札者の数で除した「余

り」等を、ホームページの「お知らせ」に掲載する。 

 

14 契約書の提出 

(1) 落札者は、契約担当課が交付する契約書に記名押印し、指定する期限までに提出し

なければならない。 

(2) 契約担当課が指定する期限までに契約書を提出しないときは、落札はその権利を

失う。この場合は、落札金額（長期継続契約にあたっては、落札金額を 1 年あたり

の額に換算した額）の 100 分の 2 に相当する違約金を徴収するとともに、公立大

学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を行うことができる。 

 

15 担当課 

(1) 契約担当課 

公立大学法人大阪 事務局総務部 契約課 

〒599-8531 堺市中区学園町 1-1 

TEL：072-254-9136 FAX：072-247-6951 

(2) 主管課 

公立大学法人大阪 事務局企画部 情報戦略課 

〒599-8531 堺市中区学園町 1-1  

TEL：072-254-9986 

 

16 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限

る。 



(2) 入札をした者は、入札後、仕様書、図面、設計書、現場等についての不明を理由と 

して異議を申し立てることはできない。 

(3) 落札決定後契約締結までに、落札者が公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当

介入対応要綱第 3 条の規定に該当したときは、契約を行わないものとする。 

(4) 落札決定後契約締結までに、ホームページの「入札に用いる様式等（物品）」に掲

載の誓約書を提出すること。 

(5) この公告に定めのない事項については、公立大学法人大阪包括ソフトウェアライ

センス（マイクロソフト）購入の契約に係る一般競争入札（郵便方式）実施要綱、

公立大学法人大阪包括ソフトウェアライセンス（マイクロソフト）購入の契約に係

る一般競争入札（郵便方式）入札心得、本法人の定める諸規定及びその他各種法令

の定めるところによる。 

(6) 入札を辞退するときは、開札までに、入札辞退届を持参又は郵送にて契約担当課

（15.担当課(1)に同じ）に到着するように提出しなければならない。一旦、辞退し

た場合は、それを撤回し、又は当該入札に再度参加することができない。 

(7) 本案件における契約条項について、変更を予告してある場合を除き、原則として６．

契約条項を示す場所で掲げている契約条項から変更できないものとする。 


